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                             令 和 2 年 5 月 1 日 

第 300号 

                             新潟県市町村総合事務組合 
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公 平 委 員 会 規 則 

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のとお

り公布する。 

令和 2年 5月 1日 

新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長 勝 見 洋 人   

新潟県市町村総合事務組合公平委員会規則第 2号 

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則（平成 16年公平委員会規則第 11

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

 

11 南魚沼市 

機   関 職 

議会事務局 局長 次長 

 （略） 
 

別表第１（第２条関係） 

 

11 南魚沼市 

機   関 職 

議会事務局 局長 

 （略） 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

告         示 

新潟県市町村総合事務組合告示第 9号 

 新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分（平成 16年告示

第 5号）の一部を次のとおり改正し、令和２年４月 11日から実施した。 

  令和 2年 5月 1日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 久 住 時 男   
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 ２ 新潟県市町村総合事務組合交通災害共済事業の事務の(2) 収納代理金融機関の表長岡

市事務所の項中 

「 

           〃       こしじ支店 

        〃       塚山支店 

        〃       岩塚支店 

  にいがた南蒲農業協同組合 中之島支店 

 

                                     」 

を 

「 

           〃       こしじ支店 

  にいがた南蒲農業協同組合 中之島支店 

 

                                     」 

に改める。 

 


